
令和８年４月１日～令和９年２月26日

※期限を過ぎると申請できませんのでご注意ください

● 中山間地域等の高等学校※１の全日制及び定時制
へ公共交通機関※２を利用して通学している生徒

※１ 中山間地域等の高等学校とは以下の高等学校
室戸高等学校、中芸高等学校、城山高等学校、嶺北高等学校
高知追手前高等学校吾北分校、高岡高等学校
高知海洋高等学校（専攻科を除く）、佐川高等学校
窪川高等学校、檮原高等学校、四万十高等学校、大方高等学校
中村高等学校西土佐分校、宿毛工業高等学校、宿毛高等学校
清水高等学校

※２ 公共交通機関は以下のとおり
路線バス、路面電車、鉄道、船舶

通学用定期代 のご案内給付制度
高知県高校生通学費給付金

● 通学に必要な定期券購入費用の一部を支援

● 対象期間内の通学用定期券が対象となります

※給付回数や金額の上限はありません
ただし、給付は予算の範囲内で行います

担当課 高知県教育委員会事務局 高等学校振興課

■ 支援内容

TEL ０８８－８２１－４５４２

受付時間 平日 ８：３０から１７：１５

アドレス https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026030500271/

高校生通学費給付金HP
（３月25日から公開）

通学の負担を減らし、学びの継続を応援します

➊ 申請様式を高校生通学費給付金のホームページから
ダウンロードするか、学校の事務室で受け取る

■ 申請方法

➋ 申請書類に必要事項を記載し、添付書類を準備する
【申請書類（別記様式１及び２、3）】 ※別記様式3は該当者のみ
ア 高知県高校生通学費給付金申請書（兼実績報告書）
イ 誓約書
ウ 「県税の完納証明書」 又は 「県税完納情報の提供に係る同意書（別記様
式3）及び身分証明書の写し」
※「県税完納情報の提供に係る同意書」については、一度提出いただくと年度
内に再申請する場合の提出は不要です

【添付書類】
（全 員）申請者の給付金振込口座の通帳の表紙を開いた次のページの写し
（該当者）通学用定期券の券面に購入金額が表示されていない場合は領収書

➌ 在籍する高等学校に申請書類一式と通学用定期
券の原本を添えて提出する
※通学用定期券は申請書と照合後、その場でお返しします

➍ 在籍する高等学校から高等学校振興課へ申請書が
送付されます

➎ 提出された申請書をもとに、高等学校振興課で審査
を行い、給付額を決定のうえ、給付金を給付します
※提出していただいた申請書に不備等がある場合は、申請者に直接ご連絡します
※給付額が決定したら、その旨を在籍する高等学校を通じて通知します

申請ができるのは 保護者等※３又は生徒本人です
※３ 保護者又は「生徒が18歳に達するまで保護者であった者」をいいます

■ 対象となる方

■ 申請期間

■ お問い合わせ先

■公式Webサイト

令和８年４月１日～令和９年３月31日

※この期間以外の期間が含まれる場合は、日割りで支援対象額を決定します

■ 対象期間 申請できる時期
以下の①、②のいずれか先に到達する日まで

① 通学用定期券の有効期間の最終日の30日前(有効期間が１カ月の通
学用定期券は10日前)から有効期間の最終日の30日後まで

②令和９年２月26日

※ただし、申請日が②である場合、給付申請書を学校に提出していただいた後、
所定の時期に再度、通学用定期券の原本を確認したうえで、給付決定を行い、
給付金を給付します

詳細な内容については
「公式Webサイト」から
ご確認ください。
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